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特
定
健
康
診
査
を
５
月
か
ら
８

月
に
実
施
し
ま
す
。
こ
れ
は
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓

脂
肪
症
候
群
）
に
着
目
し
た
生
活

習
慣
病
予
防
の
た
め
の
健
診
で
す
。

　

受
診
率
な
ど
の
国
が
定
め
た
目

標
値
を
達
成
で
き
な
い
場
合
、
ペ

ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
医
療
保
険
者
の

負
担
が
増
額
さ
れ
、
加
入
者
の
負

担
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、
必
ず
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

◆
実
施
方
法（
集
団
・
個
別
健
診
）　　

　

集
団
健
診
は
、
市
内
の
公
共
施

設
で
行
う
健
診
で
、
自
己
負
担
額

は
１
０
０
０
円
で
す
。
日
程
は
、

下
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

個
別
健
診
は
、
長
生
郡
市
内
の

契
約
医
療
機
関
で
行
う
健
診
で
、

自
己
負
担
額
は
２
０
０
０
円
で

す
。
契
約
医
療
機
関
は
、
質
問
票

な
ど
を
郵
送
す
る
時
に
ご
案
内
し

ま
す
。
健
診
期
間
は
５
月
１
日
㊍

か
ら
８
月
30
日
㊏
ま
で
で
す
。

◆
検
査
項
目

　

身
体
・
腹
囲
・
血
圧
測
定
、
尿

検
査
、
血
液
検
査
、
医
師
の
診
察

※
平
成
25
年
度
の
健
診
結
果
で
、

肥
満
（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
、
腹
囲
）・
血
糖
・

脂
質
・
血
圧
の
す
べ
て
の
項
目

で
、
国
の
基
準
に
該
当
し
た
方

は
、
心
電
図
検
査
と
眼
底
検
査
を

実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
集
団
健
診

で
の
心
電
図
検
査
は
、
当
日
の
医

師
の
診
察
で
必
要
と
判
断
さ
れ
た

方
に
も
実
施
し
ま
す
。

※
平
成
26
年
度
か
ら
、
受
診
者
全

員
に
貧
血
検
査
お
よ
び
血
清
ク
レ

ア
チ
ニ
ン
検
査
を
実
施
し
ま
す
。　

◆
申
込
方
法

　

市
健
康
管
理
課
窓
口
、
電
話
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
等
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
住
所
、
氏
名
、
生

年
月
日
、
電
話
番
号
、
希
望
の
実

施
方
法
（
集
団
か
個
別
）
を
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
締
切

　

集
団
健
診
＝
希
望
日
の
10
日
前　

　
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）　

　

個
別
健
診
＝
７
月
11
日
㊎

生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

～
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
～

平成 26年度　特定健康診査（集団健診）日程表

※受付時間は、13時～ 14時 
※7月 11日㊎の夜間健診受付は、18時～ 19時 

5月22日㊍～23日㊎

5月26日㊊～29日㊍

5月30日㊎～31日㊏

6月　2日㊊～ 4日㊌

6月 5日㊍～ 6日㊎

7月 3日㊍～4日㊎、7日㊊

7月 8日㊋～ 9日㊌

7月10日㊍～11日㊎

7月11日㊎

7月12日㊏

7月14日㊊～15日㊋

7月16日㊌～17日㊍

7月18日㊎～19日㊏

7月22日㊋～24日㊍

鶴枝公民館

東部台文化会館

茂原市保健センター

本納公民館

二宮福祉センター

茂原市保健センター

五郷福祉センター

茂原市保健センター

茂原市保健センター(夜間) 

茂原市保健センター

長生郡市広域市町村圏組合管理棟

豊岡福祉センター

茂原市保健センター

茂原市保健センター

日　　付　　　　　 　　　会　　　　場

※
質
問
票
な
ど
の
送
付
は
、
受
診

日
ま
で
に
随
時
郵
送
し
ま
す
。

お
申
し
込
み
、
お
問
い
合
わ
せ
は
、

〒
２
９
７—

８
５
１
１　

茂
原
市
道
表
１
番
地

市
健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
（20）
１
５
７
４
、Ｆ

（20）
１
６
０
０
へ
。
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70
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加

入
者
で
、
有
効
期
限
が
３
月
31
日

と
な
っ
て
い
る
方
は
、
４
月
１
日

か
ら
の
新
し
い
保
険
証
を
３
月
下

旬
に
普
通
郵
便
で
お
送
り
し
ま
す
。

　

簡
易
書
留
郵
便
で
の
郵
送
、
窓

口
で
の
直
接
交
付(

本
庁
の
み)

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
点
に

ご
注
意
い
た
だ
き
、
必
ず
３
月
13

日
㊍
ま
で
に
市
国
保
年
金
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

①
本
人
が
窓
口
で
受
け
取
る
場
合

　

認
印
・
顔
写
真
付
き
の
身
分
証

明
書
（
免
許
証
等
）
を
持
参
く
だ

さ
い
（
窓
口
で
の
交
付
は
、
３
月

25
日
㊋
か
ら
行
い
ま
す
）。

②
代
理
人
が
窓
口
で
受
け
取
る
場
合

　

世
帯
主
か
ら
の
委
任
状
（
押
印

の
あ
る
も
の
）、
代
理
人
の
顔
写

真
付
き
の
身
分
証
明
書
（
免
許
証

等
）
と
代
理
人
の
認
印
を
持
参
く

だ
さ
い
。

③
簡
易
書
留
郵
便
を
希
望
の
場
合

　

配
達
時
に
不
在
の
場
合
は
、
不

在
票
に
よ
り
郵
便
局
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。
郵
便
局
で
の
保
管
期

間
経
過
後
は
、
保
険
証
は
市
に
返

送
さ
れ
ま
す
の
で
、
認
印
・
顔
写

真
付
き
の
身
分
証
明
書
（
免
許
証

等
）
を
持
参
の
う
え
、
市
役
所
窓

口
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
の
医

療
機
関
窓
口
で
の
一
部
負
担
割
合

に
つ
い
て
、
４
月
１
日
以
降
に
70

歳
に
な
ら
れ
る
方
は
、
一
部
負
担

割
合
を
１
割
と
す
る
軽
減
特
例

措
置
の
終
了
に
と
も
な
い
、『
２

割
』
と
な
り
ま
す（
所
得
要
件
に

よ
り『
３
割
』
と
な
る
方
を
除
き

ま
す
）。
３
月
31
日
以
前
に
70
歳

に
な
ら
れ
て
い
る
方
お
よ
び
、
す

で
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
方
の
一
部
負
担
割
合

に
つ
い
て
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
（20）
１
５
０
３
、Ｆ

（20）
１
６
０
０
へ
。

70
歳
～
74
歳
の
方
の

保
険
証
を
送
付
し
ま
す

一
部
負
担
割
合
が

　
　

２
割
と
な
り
ま
す


